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婚外子国籍訴訟

【事件】結婚していない日本人の父とフィリピン人の母 
10組の間に生まれた子ども10人（８～14歳）が，出生後

父から認知を受けたことを理由に，法務大臣あてに国籍

取得届を出した。しかし，両親の婚姻を要件とする国籍

法３条１項の規定を満たしていないとされた。そこで，

同規定は不合理な差別で，法の下の平等を定めた憲法14

条１項に違反するとして，日本国籍を有することの確認

を求めた。

【判決】最高裁は2008年，国籍法の規定は憲法14条１項

に違反するとし，10人全員に日本国籍を認める判決を下

した。

非嫡出子相続分差別違憲判決

【訴訟】日本で生まれ，永住資格をもつ在日韓国人が，

居住する地方自治体での選挙権を求めたが，認められず

におこした訴訟。

【判決】2013年，最高裁は婚姻や家族の形態が多様化す

るなか，民法で定める相続分の区分は不合理な差別にあ

たり，憲法14条１項に違反するとした。この決定をうけ

て，民法が一部改正された。

第24条

【家族生活における個人の尊厳と両性の平等】

再婚禁止期間訴訟

【訴訟】民法733条の「女性は離婚や結婚取り消しから６

か月をへた後でなければ再婚できない」との規定が，法

の下の平等（憲法14条１項）や両性の本質的平等（憲法 
24条２項）に反するとして，岡山県の女性がおこした訴

訟。

【判決】2015年，最高裁は100日をこえて女性の再婚禁

止期間を設ける部分は，憲法14条１項，24条２項に違反

する」と判断した。これをうけて，禁止期間を100日に短

縮したうえで，離婚時に妊娠していないとする医師の証

明があれば，それ以内でも再婚を認める法改正が2016年

に行われた。 

Web資料




